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最高裁秘書第3262号

令和元年6月20日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長 今 埼幸ウ
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司法行政文書開示通知書

平成31年4月17日付け（同月19日受付，最高裁秘書第2140号）で申出

のありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしました

ので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称等

平成28年10月3日付け人事局総務課長事務連絡（片面で3枚）

開示の実施方法

写しの送付
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担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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平成28年10月3日

､

伝

高等裁判所事務局長殿

最高裁判所事務総局人事局総務課長春名 ･茂
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事務連絡

8年度人事院勧告後事務総長会見(10月3日 （月）実施)における発言平成28年度人事N
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鶴大項目 中項目 発言
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‘ 急告金篝院豊富総瀞篭蕊騨蕊議窯裂鰐篭璽蹴鷲鰯窒:麗篤
雛艤墨懲誇ぎる総評翰認難菫鴨､鱸漂謹羅繍雫譲鵜睾雪蹟駐挙を内容とする給与制度の総合
臺意懸鰯擬職臺|蕊鱗蕊識灘織灘懲臺鯛菫王雛撚
こと。

かること。給与.処遇の改善をは．こととされたと.ころである。政府は，本年8月15日に開催された給与関係閣僚会議において，人事院勧告の取
慾職瀧蟻瀧鱗識辮辮繊瀧薙職澱蒻謝約が”

，_→‐ ‐一－

･1人事院
勧告関係

◎. 2016年人事院
勧告・報告ならびに意
見の申し出の取り扱い

雛艤蓼隆雲含考
合意のもとで決定する
こと。 ．
②、労働条件の引き下
げとなる扶養手当の改
悪は行わないこと。

熊靜墨鵜驍鱗舎講籠寛蕊培耀楚砕，現年,政府内で検討が進められているものと承知
2
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‐「で － －－－－－－－－－－－－－－－－－－－-－－

本年の人事院勧告では，適切な公務運営を確保しつつ,･働きながら育児や介護がしやずい環境整備を更に進め
ていくため,民間労働法制の改正内容に即して，介護休暇の分割：介護時間の新設及び育児休業等に係る子の範

駆驚駝報瀦轆齢螺壼識綿蓑況職篝謝蕊評して検討が進められる

1人事院
勧告関係 冨告鵠聖篭擬髻

見の申し出の取り扱い
にあたっては，国公労
連との交渉にもとづく
合意のもと'で決定する
こと。 ． ・
③職場実態に即した
両立支援制度の拡充を
はかるとともにi十分
な制度活用ができるよ
う職場環境を改善する
こと。
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2雇用と◎雇用と羊金の確実
年金の接続な接続を実現するため
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，定年年齢の段階的引
き上げを行うこと｡･当
面，定員確保を行うな
ど希望者全員のフルタ
イム再任用を保障する
．とともに,､給与水準を
引き上げること｡：

3非常勤◎非常勤職員の賃金
職員の処遇 ． ・労働条件の改善をは
改善 かり，均等待遇と雇用

の安定をはかること。
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用繊篭籠忘瀧擁妻龍ヒデ全曼繼艤雫蕊學臺鶴菫等義農妾瀞鵜是総侯を員綴
たほか,非常勤医師及び看護師の通勤手当に相当する給与につい~r,平成28年4月1日以降,取扱いを見直し

篝 噌菫雪錬雛識篁擁羅購職鱗識
与職謬織易鑑熱洲薑農嚇繍鰐職宗呑雛婁喜鮮鑿要な見直しを検討
していきたい。
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6 4労働基｡労働基本権の全面
本楠の確立回復など憲法とI.LO
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